
令和６年度 南阿蘇村行政改革推進委員会 次第 

 

 

 

日 時   令和６年９月２０日（金） 午後１時３０分  

 

場 所  南阿蘇村役場 大会議室         

 

 

 

１． 開 会 

  

２． 総務課長挨拶 

  

３． 自己紹介 

 

 ４． 令和５年度議論の振り返り 

 

５  議 事 

 

（１） 公共施設のあり方について 

・村内公共施設一覧（総務課）・・・・・・・・・・・・・・資料１－１～資料１－２ 

    ・旧長陽西部小学校校舎（企画観光課）・・・・・・・・・・資料２－１ 

    ・「旧久石体育館」及び「村営住宅 原尻団地」（農政課）・・・資料２－２ 

    ・白水武道場（教育委員会）・・・・・・・・・・・・・・・資料２－３ 

 

６． その他 

 

 

７． 閉 会 
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南阿蘇村行政改革推進委員会 委員名簿

役　職

1 会長 井田　貴志 熊本県立大学総合管理学部 教授 有識者

2 副会長 今村　竜喜 南阿蘇村議会 総務産業常任委員長 住民代表

3 笠野　眞喜 南阿蘇村議会 文教厚生常任委員長 住民代表

4 宮田　義久 南阿蘇村区長会 会長 住民代表

5 興呂木　静男 南阿蘇村区長会 副会長 住民代表

6 長野　修一 南阿蘇村区長会 副会長 住民代表

7 丸野　健一郎 南阿蘇村商工会 会長 住民代表

8 笠野　美由紀 南阿蘇村ＰＴＡ連絡協議会 会長 住民代表

9 大津　昭一 南阿蘇村教育委員会 委員 住民代表

10 山室　大地 南阿蘇村認定農業者の会 会長 住民代表

11 荒牧　カヨ子 南阿蘇村民生委員・児童委員協議会 会長 住民代表

12 長尾　公代 南阿蘇村地域婦人会 会長 住民代表

任　期　　令和４年９月３０日　から　令和７年９月２９日　まで

区　分役　職 氏　名 所　属
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○南阿蘇村行政改革推進委員会設置要綱

平成17年4月1日

訓令第57号

(設置)

第1条　社会情勢の変化に対応した簡素にして効率的な村政の実現を推進するため、南阿蘇村行政改

革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条　委員会は、村の行政改革の推進に関し、村長の諮問に応じて調査審議する。

(委員)

第3条　委員会の委員は、15人以内とする。

2　委員は、村政について優れた識見を有する者のうちから、村長が委嘱する。

3　委員の任期は、3年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。

(会長)

第4条　委員会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。

2　会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3　会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条　委員会は、必要に応じて村長が招集し、会長が議長となる。

2　委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3　委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数となったときは、会長の決するところによ

る。

(庶務)

第6条　委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条　この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附　則

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附　則(令和2年12月1日告示第81号)

この告示は、令和2年12月1日から施行し、令和2年9月1日から適用する。

附　則(令和4年5月2日告示第8号)

この訓令は、令和4年5月2日から施行する。

附　則(令和4年11月1日告示第14号)
この訓令は、令和4年11月1日から施行する。
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南阿蘇村の今と 未来のため、 行財政改革推進

へのご理解と ご協力を よろ し く お願いし ます

無駄を省き つつも 良い所は伸ばし ていく ための補助金制度が

期待さ れます

今後の利活用が計画さ れている閉校し た中松小学校校舎

【
計
画
策
定
の
趣
旨
】

　
村
で
は
こ
れ
ま
で
、
国
民
宿
舎
の
廃
止
、

長
陽
地
区
3
保
育
所
の
統
合
、
長
陽
・
白
水

地
区
各
小
学
校
の
統
合
、
統
合
庁
舎
の
建
設

な
ど
の
取
り
組
み
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

　
こ
れ
か
ら
の
自
治
体
運
営
に
お
い
て
は
、

人
口
減
少
や
技
術
革
新
な
ど
急
速
な
社
会
環

境
の
変
化
を
見
据
え
、
持
続
可
能
な
む
ら
づ

く
り
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

「
村
の
将
来
像
」
で
あ
る
「
誰
も
が
住
み
た

い 

住
み
続
け
た
い 

南
阿
蘇
村
」
の
実

現
の
た
め
に
は
、
安
定
的
な
財
政
基
盤
と
効

率
的
な
組
織
体
制
の
構
築
を
図
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
令
和
3
年
度
か
ら
令
和
7
年

度
ま
で
の
5
カ
年
間
を
計
画
期
間
と
す
る
行

財
政
改
革
計
画
を
策
定
し
、
行
財
政
改
革
の

基
本
的
な
考
え
方
と
取
組
み
の
方
向
性
を
明

ら
か
に
し
、
具
体
的
な
取
組
み
を
進
め
て
い

き
ま
す
。

【
令
和
2
年
9
月
に
設
置
し
た
南
阿

蘇
村
行
政
改
革
推
進
委
員
会
に
対
し

て
、
行
財
政
計
画
の
策
定
に
関
し
て

諮
問
を
お
こ
な
っ
た
と
こ
ろ
、
次
の

よ
う
な
答
申
が
あ
り
ま
し
た
】

●
補
助
金
削
減
と
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
調
和

　
単
に
事
業
費
や
補
助
金
の
削
減
、
事
業

の
合
理
化
に
固
執
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、

ま
た
、
真
に
必
要
な
事
業
や
補
助
金
ま
で

削
減
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に

し
、
常
に
住
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
と
総
合
計

画
と
の
調
和
を
図
り
な
が
ら
進
め
て
い
く

こ
と
。

●
関
係
者
に
対
す
る
説
明
と
理
解

　
影
響
を
受
け
る
関
係
者
に
対
し
て
、
十

分
な
説
明
を
お
こ
な
い
、
理
解
を
求
め
る

こ
と
。

●
事
業
効
果
の
検
証
と
見
直
し

　
持
続
可
能
な
財
政
運
営
の
た
め
、
各
種

事
業
の
実
施
目
的
を
明
確
化
し
、
効
果
を

検
証
し
、
見
直
し
や
継
続
に
つ
い
て
検
討

を
お
こ
な
う
こ
と
。

●
定
員
適
正
化
と
事
業
の
効
率
化

　
定
員
適
正
化
に
よ
り
職
員
に
過
度
の
負

荷
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
事

務
事
業
の
効
率
化
を
図
る
こ
と
。

●
ス
ピ
ー
ド
感
を
も
っ
て

　
行
財
政
改
革
に
か
か
る
個
別
の
取
組
み

は
、
ス
ピ
ー
ド
感
を
も
っ
て
実
行
す
る
こ
と
。

●
公
共
施
設
の
運
営

　
公
共
施
設
に
つ
い
て
は
、
今
後
全
て
の

施
設
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
は
困
難
で
あ

る
た
め
、
集
約
を
進
め
、
余
剰
と
な
る
施

設
に
つ
い
て
は
、
除
却
だ
け
で
な
く
、
利

活
用
に
つ
い
て
も
十
分
に
検
討
を
お
こ
な

う
こ
と
。

行財政改革計画を

策定しました
　 令和3 年3 月に行財政改革計画を 策定し ま し た。 計画の中で、 住民の皆さ ま に関係する 事項につい

て次のと おり まと めまし たので、 行財政改革の推進につき まし て、 ご理解と ご協力を お願いし ます。

〈 問い合わせ〉 総務課 総務係　 ℡（ 6 7 ） 1 1 1 1

M I N A M I A SO  2 0 2 1 . 5
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ICT を 活用し 職員数の適正化を 図る と と も に、

住民の皆さ んの利便性向上を目指し ます

コ ロナが収まり 、 安心し てイ ベン ト を 開催でき る日が望まれます

（ コ ロナ禍前の撮影）

2 0 1 7 年（ コ ロナ流行前） 実施の防災セミ ナー。 住民協同の大

切さ を学びまし た

子育て 支援課『 みな っ こ 』 のイ

メ ージロ ゴ。 子育てを し やすい

村を目指し ます

今な ら お得な マ イ ナポイ ン ト も

も ら え ま す（ 2 0 2 1 年4 月現在）。

申請はお早めに

【
計
画
概
要
】

①
柔
軟
で
機
動
的
な
組
織
体
制
の
構
築

●
職
員
数
の
適
正
化

　
適
正
化
に
向
け
た
第
４
次
定
員
適
正
化

計
画
を
策
定
し
ま
す
。

●
職
員
採
用
の
平
準
化

　
新
規
職
員
採
用
者
数
に
つ
い
て
は
、
各

年
度
で
平
準
化
し
、
計
画
的
に
職
員
数
の

適
正
化
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

●
機
構
改
革
の
実
施

　
制
限
さ
れ
た
職
員
数
で
も
住
民
サ
ー
ビ

ス
向
上
、
災
害
対
応
な
ど
の
行
政
課
題
へ

対
応
で
き
る
よ
う
、
効
率
的
で
機
能
的
な

業
務
体
制
の
確
立
を
目
指
し
ま
す
。

●
事
務
事
業
の
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ

　
外
部
に
委
託
ま
た
は
民
営
化
し
て
も
支

障
の
な
い
業
務
に
つ
い
て
、
費
用
対
効
果

が
期
待
で
き
る
場
合
に
は
、
ア
ウ
ト
ソ
ー

シ
ン
グ
を
進
め
ま
す
。

②
持
続
可
能
な
行
政
シ
ス
テ
ム
へ
の
転
換

●
村
単
独
事
業
の
見
直
し

　
近
隣
町
村
と
比
較
し
て
過
剰
な
内
容
と

な
っ
て
い
る
事
業
や
、
成
果
の
検
証
が
お

こ
な
わ
れ
ず
、
無
期
限
に
継
続
さ
れ
て
い

る
事
業
が
数
多
く
あ
る
こ
と
か
ら
、
継
続

の
必
要
性
、
時
限
の
設
定
、
他
の
事
業
と

の
統
廃
合
に
つ
い
て
検
討
し
ま
す
。

●
包
括
的
相
談
支
援
窓
口
・
機
関
の
設
置

　
既
存
の
相
談
機
関
・
相
談
支
援
体
制
を

見
直
し
、
生
活
困
窮
、
Ｄ
Ｖ
、
障
が
い
、

介
護
な
ど
の
包
括
的
な
相
談
支
援
窓
口
・

機
関
の
設
置
に
つ
い
て
検
討
し
ま
す
。

●
行
事
・
イ
ベ
ン
ト
の
見
直
し

　
感
染
症
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
、
開
催

内
容
を
見
直
し
、
実
施
方
法
の
変
更
、
縮
小
、

廃
止
に
つ
い
て
検
討
し
ま
す
。

●
総
合
窓
口
の
設
置

　
住
民
の
利
便
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、

総
合
窓
口
の
設
置
に
つ
い
て
検
討
し
ま
す
。

③
行
政
デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進

●
ス
マ
ホ
ア
プ
リ
に
よ
る
情
報
伝
達

　
防
災
行
政
無
線
の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ

リ
ッ
ト
を
把
握
し
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア

プ
リ
に
よ
る
情
報
伝
達
方
法
へ
の
移
行
に

つ
い
て
検
討
を
お
こ
な
い
ま
す
。

●
住
民
協
同
の
推
進

　
定
員
適
正
化
に
よ
り
職
員
数
が
減
少
し

た
場
合
、
地
域
活
性
化
や
防
災
に
関
し
、

よ
り
一
層
の
住
民
協
働
が
必
要
に
な
り
ま

す
。
自
治
会
、
自
主
防
災
組
織
、
消
防
団
、

指
定
管
理
者
な
ど
の
機
能
強
化
を
図
る
住

民
協
働
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
お
こ

な
い
ま
す
。

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
普
及
促
進

　
オ
ン
ラ
イ
ン
化
に
よ
る
住
民
の
利
便
性

向
上
を
目
指
し
、
オ
ン
ラ
イ
ン
化
に
必
要

な
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
普
及
促
進
に

取
り
組
み
ま
す
。

④
健
全
な
財
政
基
盤
の
確
立

●
補
助
金
・
扶
助
費
交
付
事
業
の
適
正
化

　
各
補
助
・
扶
助
事
業
に
つ
い
て
精
査
を

お
こ
な
い
、
交
付
の
適
正
化
に
つ
い
て
検

討
し
ま
す
。

●
子
育
て
支
援
事
業
の
見
直
し

　
子
育
て
支
援
に
関
す
る
事
業
に
つ
い
て

は
、「
子
ど
も
を
産
み
育
て
や
す
い
環
境
づ

く
り
」
の
観
点
か
ら
、
現
行
の
扶
助
制
度
を

再
構
築
し
、
よ
り
効
果
的
か
つ
効
率
的
な

子
育
て
支
援
に
つ
な
が
る
よ
う
努
め
ま
す
。

2 0 2 1 . 5  M I N A M I A SO
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白水地区3 小学校の統合によ り 生まれた新白水小学校

校舎。 白水地区の更なる活性化に大きく 貢献し ます

村民のス ポーツ 交流の場と し て活用さ れ

ている白水体育館などの社会体育施設

2 月より 民間へ経営移行し ている「 四季の森」。 費用削減と 住民サービ

スと の両立が求めら れます

老朽化し た団地から の集約先に使われた

馬立団地

●
団
体
補
助
金
の
適
正
化

　
交
付
を
受
け
る
団
体
な
ど
の
運
営
や
活

動
の
内
容
、
交
付
す
る
目
的
や
趣
旨
を
明

確
に
し
、
費
用
対
効
果
や
継
続
性
な
ど
を

検
証
し
た
う
え
で
、
補
助
金
支
出
の
適
正

化
に
努
め
ま
す
。

●
大
型
事
業
の
実
施

　
大
型
事
業
の
計
画
に
つ
い
て
は
、
費
用

対
効
果
、
各
種
計
画
の
重
点
施
策
に
関
す

る
も
の
か
、
地
域
活
性
化
に
資
す
る
も
の

か
な
ど
を
充
分
に
検
討
し
て
、
財
政
健
全

化
と
の
両
立
を
図
り
ま
す
。

●
各
種
税
や
保
険
料
な
ど
の
滞
納
解
消

　
阿
蘇
管
内
併
任
徴
収
の
活
用
な
ど
に
よ

り
、
各
種
税
や
保
険
料
な
ど
の
滞
納
解
消

に
取
り
組
み
ま
す
。

●
口
座
振
替
の
推
進

　
各
種
税
や
料
に
お
け
る
口
座
振
替
は
、

金
融
機
関
処
理
手
数
料
の
削
減
、
窓
口
負

荷
低
減
、
滞
納
の
減
少
、
ミ
ス
の
減
少
な

ど
大
き
な
効
果
が
あ
る
た
め
、
一
層
の
口

座
振
替
の
推
進
に
努
め
ま
す
。

●
保
育
料
の
適
正
化

　
適
正
な
受
益
者
負
担
の
観
点
か
ら
、
0

〜
2
歳
児
の
保
育
料
や
延
長
保
育
・
一
時

保
育
な
ど
の
特
別
保
育
に
お
け
る
保
育
料

の
引
き
上
げ
に
つ
い
て
、
調
整
を
お
こ
な

い
ま
す
。

●
上
下
水
道
料
金
の
適
正
化

　
上
下
水
道
事
業
に
お
け
る
一
般
会
計
か

ら
の
繰
入
れ
は
、
大
き
な
財
政
負
担
と

な
っ
て
お
り
、
旧
村
毎
の
ま
ま
の
料
金
体

系
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
上
下
水
道

料
金
の
適
正
化
や
段
階
的
な
引
き
上
げ
を

検
討
し
ま
す
。

●
施
設
使
用
料
の
有
料
化

　
団
体
や
住
民
に
よ
る
社
会
体
育
施
設
や

会
議
室
な
ど
の
利
用
に
つ
い
て
、
施
設
の

維
持
な
ど
に
係
る
負
担
の
公
平
性
・
受
益

者
負
担
の
適
正
化
の
観
点
か
ら
、
施
設
使

用
料
の
有
料
化
を
進
め
ま
す
。

⑤
人
口
規
模
に
応
じ
た
公
共
施
設
の
配
置

●
公
共
施
設
の
適
正
配
置

　
合
併
に
よ
り
南
阿
蘇
村
は
体
育
施
設
や

観
光
施
設
な
ど
、
数
多
く
の
公
共
施
設
を

引
き
継
い
で
い
ま
す
が
、
運
営
費
の
負
担

増
加
、
老
朽
化
に
よ
る
修
繕
や
更
新
問
題

が
顕
在
化
し
て
い
ま
す
。
施
設
の
機
能
集

約
を
図
り
、
余
剰
施
設
・
重
複
用
途
施
設
・

老
朽
化
施
設
の
廃
止
ま
た
は
除
却
、
受
益

者
が
限
定
さ
れ
る
施
設
の
払
下
げ
に
つ
い

て
検
討
を
お
こ
な
い
ま
す
。
ま
た
、
民
間

企
業
の
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
や
保
養
所

な
ど
と
し
て
の
利
用
が
見
込
め
る
余
剰
施

設
に
つ
い
て
は
、
低
価
格
ま
た
は
無
償
の

民
間
譲
渡
に
よ
る
民
設
民
営
化
を
進
め
ま

す
。

●
生
活
排
水
処
理
事
業

　
修
繕
費
用
の
増
加
な
ど
に
よ
り
管
理
費

用
が
不
足
し
て
お
り
、
問
題
解
決
に
向
け

て
将
来
的
に
は
使
用
料
の
改
定
や
管
理
者

の
変
更
な
ど
を
含
め
て
検
討
し
ま
す
。

●
公
営
住
宅
の
集
約
・
入
居
者
要
件
の
見
直
し

　
新
規
の
公
営
住
宅
建
設
は
控
え
、
老
朽

化
し
た
住
宅
に
つ
い
て
は
、
解
体
撤
去
を

進
め
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
団
地
の
集
約
、

村
営
住
宅
の
入
居
要
件
の
見
直
し
に
よ
る

新
規
入
居
者
の
制
限
を
検
討
し
ま
す
。

●
村
道
お
よ
び
農
道
整
備

　
工
事
に
つ
い
て
は
、
災
害
な
ど
か
ら
の

現
状
復
旧
に
か
か
る
も
の
を
基
本
と
し
、

改
良
お
よ
び
新
設
に
つ
い
て
は
大
幅
に
削

減
し
ま
す
。

●
道
路
の
舗
装
や
補
修

　
道
路
の
舗
装
や
補
修
に
つ
い
て
は
、
道

路
の
利
用
状
況
、
補
修
の
必
要
性
な
ど
に

よ
り
、
緊
急
に
必
要
な
場
合
に
の
み
お
こ

な
う
こ
と
と
し
ま
す
。

M I N A M I A SO  2 0 2 1 . 5
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令和５年度の振り返り 

 

◆令和５年度 南阿蘇村行政改革推進委員会・・・開催：１回 

 

１ 日 時  令和６年３月２２日（金） 午前１０時 ～ 午前１１時２０分 

 

２ 場 所  南阿蘇村役場 大会議室 

 

３ 出席者  委 員 １０名（２名欠席） 

事務局 総務課３名他公共施設所管課 

 

４ 議事要旨 
 
（１）前回（令和４年度）の振り返り 
 

➢ 事務局から説明。南阿蘇村行政改革推進委員会（公共施設の適正配置）の目的、昨年度の審議結果の

振り返りなど。 

 

（２）令和５年度の進捗、今後の取組内容 
 

➢ 所属ごとに対象施設の状況等を説明。対象施設は、公共施設一覧中の「方向性」欄に、「廃止」「民営

化」「集約化・複合化」とある施設。 

 

（３）その他（主な御意見・御質問） 
 

➢ 施設の解体を予定しているものについて、解体後の土地はどのように利用するのか。 
 

→ 旧長陽庁舎、長陽中央公民館 

隣接する南阿蘇中学校の駐車場※やスクールバスの車庫等として整備する予定。 

※ 南阿蘇中学校には体育館が２つあり、大会等での利用も多いため。 
 

→ 旧河陰体育館 

隣接するゲートボール場（グラウンド）の駐車場として整備する予定。 
 

➢ 旧久石体育館を含め、今後も利用していく施設は耐震基準を満たしたうえで利用すべきである（「方

向性」欄に、「修繕対応」「現状維持」とある施設）。 
 

➢ 「長陽総合福祉温泉施センター ウィナス」等の温泉施設の売却（プロポーザル）では、１０年間の温

泉施設の存続という条件が障壁となっているのではないか。地域には他にも温泉施設はあるので、条

件の見直しが必要ではないか。 
 

➢ 売却（民営化）、解体等する施設については、経緯や今後の展開（時系列にまとめたもの）を広報誌に

掲載したり、庁舎に掲示したりするなど情報提供にも取り組んでいただきたい。 
 

➢ 用途を廃止した村営住宅の解体に多額の費用を要するのであれば、現状のまま公売にかけてみればい

いのではないか。買い手がつかなかった場合に解体すればいい。 

以上  
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方針 内容

現状維持 建物は現状のまま適切に維持し、耐用年数経過後を目安に建替える。

現状維持
（建替えはしない）

軽微な修繕や大規模な改修は実施するが建替えは実施しない。

修繕対応 軽微な修繕等は実施するが、大規模な改修や建替えは実施しない。

長寿命化
長寿命化改修を実施し、耐力や機能を向上させ、耐用年数を超えて使用できるよう
にする。

廃止 施設用途を廃止し、建物を解体する。

削減 施設・建物の一部を廃止したり、減築したりする。

民営化 民間に売却・譲渡する。

地区移管 地区に売却・譲渡する。

集約化・複合化
（拠点施設）

同用途の施設を統合する、または、他用途の施設の機能を移転し、多機能化する。

集約化・複合化
（移転施設）

同用途の施設と統合する、または、他用途の施設に機能を移転し、多機能化する。

対応協議 関係課等と協議を行い、跡地利用等あり方を検討する。

施設方針調査（方針の内容説明）
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